
 

会計処理規程 

 

 

第１章 総則 

 

（目的） 

第１条 この規程は、社団法人日本グラススキー協会（以下本協会という。）の財産の厳正

な管理と正確な計算を求めるため、公益法人会計基準に準拠した会計処理を行い、財務

状態及び資金収支計算実態を明確にして、本協会の健全な運営の向上に資することを目

的とする。 

 

（適用） 

第２条 会計処理は、定款及び公益法人会計基準並びに一般に公正妥当と認められる会計

の原則に基づき、別に定めるもののほか、この規程に定めるところによる。 

 

（基本原則） 

第３条 会計処理は、次に掲げる諸原則に従って予算書、会計帳簿及び計算書類を作成し

なければならない。 

（１）予算準拠及び複式簿記の原則 

（２）真実性及び明瞭性の原則 

（３）継続性の原則 

 

（会計年度） 

第４条 会計年度は、定款の定めるところにより、毎年４月１日より翌年３月３１日まで

とする。 

 

第５条 会計区分は、次のとおりとする。 

（１）一般会計 定款に定められた通常継続して行う事業について記録計算する会計。 

（２）特別会計 一般会計以外に特別の目的を定めて行う事業について記録計算する 

会計。 

２ 事業遂行上、一般会計から区分することが必要な場合は、理事会の議決を経て特別会

計を設けて行うものとする。 

 

（経理責任者） 

第６条 経理責任者は、事務局長とする。ただし、経理責任者に事故あるときは、その職



 

務代行者を会長が任命する。 

 

 

第２章 勘定科目及び帳簿組織 

 

（勘定科目） 

第７条 勘定科目は次の通り区分し、内訳は会計事務処理細則に定めるものとする。 

（１）収支計算書科目 

（２）正味財産増減計算書科目 

（３）貸借対照表科目 

２ 勘定科目の新設及び改廃については、会長が定める。 

 

（会計帳簿） 

第８条 会計帳簿は、次のとおりとする。 

（１）主要簿 

ア 仕訳帳（ただし、仕訳伝票を使用の場合は省略することができる） 

イ 総勘定元帳 

（２）補助簿 

ア 現金出納帳 

イ 預金出納帳 

ウ 収支予算の管理に必要な帳簿 

エ 固定資産台帳 

オ 基本財産明細書 

カ その他必要な補助簿 

 

（会計伝票） 

第９条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。 

２ 会計伝票は、次のとおりとし、その様式は会計事務処理細則に定める。 

（１）入金伝票 

（２）出金伝票 

（３）振替伝票 

３ 会計伝票は、証憑に基づいて作成し、証憑は別に保存するものとする。 

 

（会計帳簿等の保存期間） 

第１０条 会計に関する帳簿等の保存期間は、次のとおりとする。 



 

（１）予算書及び会計書類         永久 

（２）収入支出に関する帳簿及び証拠書類  １０年 

（３）その他の書類            ５年 

 

 

第３章 予算 

 

（予算の総括） 

第１１条 予算に関する事務は会長が総括する。 

 

（予算の編成） 

第１２条 毎年度開始前に予算の編成を行い、理事会においてその承認を受け、文部科学

大臣に届け出なければならない。 

２ 事業の変更等により予算の補正を必要とするときは、補正予算を編成して理事会にお

いて承認を受け、遅延なく文部科学大臣に届け出なければならない。 

 

（予算準拠） 

第１３条 収入及び支出の執行については、原則として予算に準拠して行わなければなら

ない。  

 

（予算の流用） 

第１４条 予算の執行については、各大科目間においては相互に流用してはならない。 

 

（予算執行の例外） 

第１５条 事業量の増大などにより、事業収入が予算に比べて著しく増額する場合には、

経理責任者は会長の承認を得て、当該増加額の範囲内で当該事業のために直接必要な経

費の支出に充てることができる。この支出を行ったときは、その明細を付して理事会に

報告しなければならない。 

 

（予算費） 

第１６条 予測し難い支出に充てるため、相当額に予備費を計上することができる。 

２ 予算の使用は、予め理事会の承認を得て会長が行うことができる。 

３ 予算費を使用するときは、予備費から当該科目へその金額を移しかえるものとする。 

４ 予備費を使用したときは、使用の理由、使用の金額及びその積算の基礎を明らかにし

て、理事会に報告しなければならない。 



 

 

 

 

（予算書） 

第１７条 予算書や、事業計画に従い、当該事業年度において見込まれる収入及び支出の

内容により編成するものとする。 

 

（予算の様式） 

第１８条 予算書の様式は、会計事務処理細則に定める。 

 

 

第４章 出納 

 

（出納及び保管責任など） 

第１９条 金銭の出納・保管については、その責任に任じるため出納責任者をおく。また

出納事務補助者として出納事務担当者若干名をおくことができる。 

２ 有価証券及び手形は金銭に準じて取扱うものとする。 

 

（金銭の範囲） 

第２０条 この会計規程において、金銭とは現金、諸預貯金、小切手、郵便為替証書その

他随時に通貨と引き換えることのできる証書をいう。 

２ 出納責任者等は、経理責任者が任命する。 

 

（金銭の出納・保管） 

第２１条 金銭の出納は、第９条に定める会計伝票のうち、経理責任者の承認印のある入

金伝票及び出金伝票に基づいて行わなければならない。 

２ 金銭を収納したときは、領収書を発行しなければならない。 

３ 領収書は出納責任者が発行する。ただし、やむを得ない場合は、出納責任者以外のが

経理責任者の承認を得て領収書を発行することができる。 

４ 事前に領収書を発行する必要があるときは、経理責任者の承認を得て行うものとする。 

５ 支払いに対しては、その相手から正規の領収書を徴しなければならない。ただし、特

にやむを得ない理由がある場合には、会計事務処理細則に定めるところより、当該相手

方の正規の領収書にかえて、その他の正当な領収書によることができる。 

６ 金銭の支払いは、会計事務処理細則に定める一定日に行うものとする。ただし、やむ

を得ない支払いについてはこの限りではない。 



 

７ 金銭の支払い方法は、原則として銀行振込又は横線小切手によるものとする。ただし、

職員などに対する支払い、小口払いその他これによりがたい場合にはこの限りではない。 

８ 銀行振込依頼書及び振出小切手の作成は、出納事務担当者がこれを行い、小切手の署

名印または押印は出納責任者がこれを行う。 

９ 手形の振出については、経理責任者の承認が必要である。 

10 収納した金銭は、日々銀行に預け入れ、支出に充ててはならない。 

11 出納責任者は、日々の現金払いに充てるため、手持ち現金をおくことができる。 

12 手持ち現金の額は、通常の所要額を勘案して、必要最小額にとどめるものとする。 

13 預金証書などは、所定の金庫に保管し、又は金融機関に保護預かりしなければならな

い。 

 

（金銭の残高照合） 

第２２条 現金残高は、毎日現金出納終了後に現金出納簿の残高と照合しなければならな

い。 

２ 預貯金については、毎月末取引先金融機関の預貯金残高により帳簿と照合し、差額が

ある場合は、預貯金残高調整表を作成して経理責任者に報告しなければならない。 

３ 有価証券は、毎４半期毎に確認し、帳簿と照合しなければならない。 

４ 金銭に過不足を生じた場合は、出納事務担当者は遅延なく出納責任者に報告し、その

指示を受けなければならない。その金額が 1,000円を超える場合は、出納責任者は速や

かに経理責任者に書面にて報告し、その指示を受けなければならない。経理責任者は会

長に報告する。 

  

（資金前途） 

第２３条 経理責任者が必要と認めた部署に一定の管理者をおき、定額前途法による小口

現金制を設けて小口現金払いを行うことができる。 

２ 小口現金は、前月末日及び不足のつど並びに特に定められた日に精算を行なわなけれ

ばならない。 

 

（金融機関と取引） 

第２４条 預貯金の名義人は会長とする。ただし、経常の収支に係わる預貯金は会長の承

認を得て経理責任者を名義人とすることができる。 

２ 出納に使用する印鑑は、名義人の職名を刻した公印とする。 

３ 出納責任者は、前号の印鑑の保管及び押印は自らしなければならない。 

４ 銀行その他の金融機関との取引を開始又は廃止するときは、経理責任者を通じて会長

の承認を得なければならない。 



 

 

（手形取引） 

第２５条 手形と収受、振出及び裏書は、すべて経理責任者の指示のもとに行わなければ

ならない。 

 

 

第５章 財務 

  

（資金企画） 

第２６条 年度予算に基づき、経理責任者は、速やかに年次及び月次の資金計画を作成し、

会長の承認を得なければならない。  

 

（資金の運用） 

第２７条 業務上必要とする経常の現金・預金以外の金銭について、その運用方法はすべ

て会長の指示によるものとし、確実なもの以外に運用してはならない。 

２ 出資及びその変更、脱退並びに有価証券の取得及びその売却については、会長の 

 承認を得て、経理責任者が行う。 

３ 有価証券は、金銭と同様安全かつ確実に管理するとともに適切に運用しなければなら

ない。 

４ 有価証券の価額は、原則として取得価額による。ただし、時価が取得額より著しく低

く、かつ取得価額まで回復の見込みがないときは、時価により評価する。 

５ 記名式有価証券を取得したときは、遅滞なく正規の名義書換の手続、時価により手続

きをしなければならない。 

 

（資金の借入） 

第２８条 資金の借入は、理事会で承認された予算及び借入限度額の範囲で、経理責任者

が会長の承認を得て行う。 

２ 資金を借入れるときは、その返済計画を作成して、会長の決裁を得なければならない。 

３ 年度予算の執行にあたり、資金の一時的な不足を調整するために資金を借入れた場合

には、その借入金は原則としてその会計年度内に返済しなければならない。 

４ 長期借入（返済期限が１年以上の借入）を行う場合には、文部科学大臣の承認を受け

なければならない。 

 

 

 



 

第６章 固定資産 

  

（固定資産の定義） 

第２９条 固定資産とは、耐用年数１年以上で、かつ取得価格２０万円以上の事業用の有

形固定資産（基本財産たる有形固定資産も含まれる）と、その他の固定資産としての無

形固定資産及び１年以上保有する長期の投資などの資産をいう。  

 

（取得価格） 

第３０条 固定資産取得価格は、次による。 

（１）購入に係わるものは、購入価格及びその付帯費用。 

（２）建設に係わるものは、その建設に要した費用及びその付帯費用。 

（３）交換によるものは、その交換に対して提供した資産の帳簿価額。 

（４）贈与によるものは、その時の適正な評価額。 

 

（有形固定資産の改良と修繕） 

第３１条 有形固定資産の性能を向上し、または耐用年数を延長するために要した金額は、

これを資産の価額に加算するものとする。  

２ 有形固定資産の原状に回復するのに要した金額は、修繕に係わる費用とする。 

 

（建設仮勘定） 

第３２条 建設、改造などの固定資産の取得に要する取得価額の確定しないものについて

は建設仮勘定で整理し、その金額が確定したつど当該固定資産の科目に振り替え、処理

を行うものとする。 

 

（取得、譲渡、除却等） 

第３３条 固定資産の取得、譲渡、除却などについては、原則として理事会の承認を得な

ければならない。ただし、小額のもので本協会の財務に大きな影響を与えないものにつ

いては、会長の承認を得て経理責任者が行うことができる。 

  

（登記、担保、保険等） 

第３４条 不動産登記を必要とする固定資産については、所得後遅滞なく登記を行い、火

災などの損害を受ける恐れのある固定資産については、適正な価額の損害保険を付けさ

せなければならない。また、固定資産を担保に供する場合は、理事会の承認を受けなけ

ればならない。 

 



 

（減価償却） 

第３５条 固定資産の減価償却は、法人税法の減価償却に関する規定を準用し、定率法に

よる行うものとする。 

２ 毎会計年度末に行われる減価償却額は間接法により処理するものとする。 

 

（固定資産の管理） 

第３６条 経理責任者は、固定資産管理責任者を任命し、固定資産の万全なる管理をしな

ければならない。 

２ 固定資産管理責任者は、固定資産管理簿を設けて、固定資産の保全状況及び移動につ

いて所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。 

３ 有形固定資産に移動及び損、減失があった場合は、固定資産管理責任者は、経理責任

者に報告しなければならない。 

４ 固定資産管理責任者は、常に良好な状態において管理し、毎会計年度１回以上固定資

産管理簿と現物照合し、差異がある場合は、所定の手続を経て帳簿の整理を行わなけれ

ばならない。 

 

 

第７章 物品 

 

（物品の定義） 

第３７条 この規定において物品とは、取得価額１０万円以上で、会計上経費として処理

された工具、器具、備品などの資産をいう。 

 

（物品の管理） 

第３８条 経理責任者は、それぞれの物品管理責任者を定め、物品を良好な状態で保全さ

せるものとする。 

２ 物品管理責任者は、物品管理簿を設けて物品を管理しなければならない。 

 

 

第８章 負債 

 

（負債の分類） 

第３９条 負債は、負債（流動負債及び固定負債）と引当金に区分して、整理しなければ

ならない。 

 



 

（引当金の区分） 

第４０条 引当金はそれぞれの目的により、評価性引当金、負債性引当金に区分して整理

しなければならない。 

 

 

第９章 決算 

 

（計算の区分） 

第４１条 計算の区分は、次のとおりとする。 

（１）収支計算…資金収入・支出記録・計算する。 

（２）正味財産増減計算…総ての財産の増減を記録・計算する。 

 

（資金の範囲） 

第４２条 収支計算に計上する資金の範囲は、現金、預貯金及び短期金銭債権・債務とす

る。 

 

（計上の時期） 

第４３条 収支計算における現金、預貯金の収支は、実際に現金、預貯金が収支されたと

きいわゆる現金主義をもって計上し、短期金銭債権・債務は、権利義務確定主義により

計上する。 

２ 正味財産増減計算における増減科目は、権利義務確定主義により計上する。 

 

（決算の種類） 

第４４条 決算は、月次決算と期末決算と区分して行う。 

 

（月次決算） 

第４５条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の計算書類を作成して、会長に

提出しなければならない。 

（１）合計残高試算表 

（２）収支予算実績報告書 

 

（期末決算の目的） 

第４６条 期末決算は、各会計年度の会計記録を整理し、収入・支出の状況及び当該期末

の財務状態を明らかにすることを目的とする。 

 



 

（期末決算の整理事項） 

第４７条 期末決算においては、通常の整理業務のほか、少なくとも次の事項について計

算を行うものとする。 

（１）減価償却の計上 

（２）未収金・未払い金などの計上 

（３）退職給与引当金などの計上 

（４）流動資産・固定資産の実在性の確認、評価の適否 

（５）負債の実在性と薄外負債のないことの確認 

（６）基本金の組入額、取崩額の確認 

（７）収支計算上に計上された項目のうち、資産、負債とされるものが正しく貸借対照

表に計上されているか否かの確認 

（８）その他、必要とされる事項の確認 

 

（計算書類の作成） 

第４８条 会長は、毎会計年度終了後、すみやかに当該年度末における計算書類を作成し、

理事会においてその承認を受け、所管大臣に届け出なければならない。 

（１）一般会計に係わる収支計算書及び正味財産増減計算書 

（２）特別会計に係わる収支計算書及び正味財産増減計算書 

（３）一般会計に係わる貸借対照表 

（４）特別会計に係わる貸借対照表 

（５）収支計算・正味財産増減計算書総括表及び貸借対照表総括表 

（６）財産目録 

（７）予算額・計算額対比表 

（８）その他必要により付属明細書 

２ 決算書類の様式は、会計事務処理細則に定めるものによる。 

 

（基本金） 

第４９条 基本金は、本協会が基本金と定めた額とする。 

 

 

           第１０章 契約、購買、請負 

 

（契約、購買、請負） 

第５０条 契約、購買、請負の会計処理は、会計事務処理細則に定めるところによる。 

 



 

 

第１１章 税務 

 

（申告） 

第５１条 税務に関する申告は、すべて会長によって行うものとする。 

 

（取扱い） 

第５２条 前条のほか、税務については所得税法、法人税法及び会計事務処理細則により

定めるところにより処理するものとする。 

 

 

付 則 

この規定は、平成２０年 ４月２１日より施行する。 


